
山中設備企画室TOPへ戻る

は特定防火対象物 ※H14年4月の消防法改定によりH15年令別表も改訂されます。原案はH14年10月頃公開される予定です。

令第23条

階段等
廊下・　　通
路

地階・無窓
階11階以上

煙感 電流 器具

知器
煙感
知器

型感知器
炎感知器 容量 一般

イ

ロ

イ

ロ

イ

ロ

(四) ○ □ 500
収容人員
20人以上
50人未満

イ ○ □ ★500
収容人員
20人以上

ロ 500 ○ △ ※1 1000 800 ※1 ※1 全部

ハ 500

(七) △

(八) △

イ 200 ○ □ 1000 20 300 1000 全部 全部 ※3

ロ ○ △
20人以上
50人未満

全部 全部

(十) △

(十一) 1000 △

イ

ロ

イ

ロ 全部

(十四) 500 △

(十五) 1000 ○ □
150
※3　(C)

イ ※1 ※2 ○ □ ※1 500 ※2 全部 全部 ※2 全部

ロ △ ※1 ※1 ※1 ※3

(十六の二) 300 ○ □ ※1 全部 全部
延べ面積
1000㎡以
上

全部 全部 ※2

(十六の三) ※1 ○ □ 全部 全部 ※1 全部 全部

(十七) 全部 500

(十八)

(十九)

(二十)

※ ※1 ○印 ※1

※2 □印

① ※2

△印

② ① 警戒区域は階ごととすること。

② ▲印

③

④

③ (A)の部分

①

⑤ (B)の部分

②

⑥ (C)の部分

③

令別表一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、
（六）項（九）項イ又は（十六）項イに掲げる防
火対象物の地階で、同表（十六の二）項に掲
げる防火対象物と一体をなすものとして消防
長又は消防署長が指定したものは、令12条1
項5号、21条1項3号、21条の21項1号及び24
条3項1号の規定の適用については同表（十
六の二）項に掲げる防火対象物であるものと
みなす。（令9条の2）

車両の停車場、船舶又は航空機の発着場

神社、寺院、教会の類

(十二)
工場、作業場

映画スタジオ、テレビスタジオ

(十三)

(一)

(三)

(六)

(十六)

劇場、映画館、演芸場,観覧場

公会堂,集会場

(二)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類

遊戯場、ダンスホール

待合、料理店の類

飲食店

百貨店、マーケット、その他の物品販売業を
営む店舗又は展示場

(五)
旅館、ホテル、宿泊所

寄宿舎、下宿、共同住宅

イ
病院

診療所、助産所

ロ

老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保護
施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設
（母子寮及び児童厚生施設を除く。）、身体
障害者更生援護施設（身体障害者を収容す
るものに限る）、精神薄弱者援護施設又は精
神障害者社会復帰施設

幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校

小学校、中学校、高等学校、高等専門学
校、大学、各種学校の類

図書館、博物館、美術館の類

(九)
公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場の類

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

自治省令で定める船車（規5条）

地下街

準地下街　※

重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物

延長50メートル以上のアーケード

一般
地　階
又は
無窓階

500

500

500

市町村長の指定する山林

自動車車庫、駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

倉庫

前各項に該当しない事業場

特定防火対象物が存する複合用途防火対象物

上記以外の複合用途防火対象物

道路の
用に供
される
部分

指　定
可燃物

自動火災報知設備

○

地階又
は2階
以上

地階無
窓階又
は3階
以上

11階以
上の階

通信
機器室

屋
上
に
あ

っ
て
は
六
〇
〇
㎡
以
上

、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
あ

っ
て
は
四
〇
〇
㎡
以
上

指
定
可
燃
物
を
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
四
の
数
量
の
五
百
倍
以
上
貯
蔵
し

、
又
は
取
り
扱
う
も
の

令第21条

床面積
300㎡
以上

床面積
100㎡
以上

300

駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上

（
駐
車
す
る
す
べ
て
の
車
輌
が
同
時
に
屋
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
階
を
除
く

）

床
面
積
　
三
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部

床
面
積
　
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上

階
段
及
び
傾
斜
路
・
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の
昇
降
路
・
リ
ネ
ン
シ

ュ
ー

ト
・
パ
イ
プ
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

感
知
器
の
取
付
面
の
高
さ
が
十
五
メ
ー

ト
ル
以
上
二
十
メ
ー

ト
ル
未
満

天
井
の
高
さ
が
二
十
メ
ー

ト
ル
以
上

炎感知器

○

▲

▲

天井の高さ

煙感知器又は熱煙複
合 式 、 ス ポ ッ ト

○

○

▲

▲

□

□

□

□

△

△

△

○

漏 電 火 災
警 報 機

※1

※1

一般

20人以上
50人未満

消防機関
へ通報す
る火災報
知設備

延べ面積
500㎡以
上

150

150

500

300

規第23条 令第22条

延べ面
積300㎡
以上

一般

150

150

300

500

1000

1000

1000

★500

1000

500

100

※2

300

全部

放送設備付加

設備

非常警報器具・設備

令第24条 令第25条

誘
導
灯

避
難
口

誘
導
灯

通
路

避難器具

一般
地階又
は2階以
上

地階又
は3階以
上

令第21条の2

ガス漏れ火災
報知設備

一般 地階

全部

令第28条

標
識

誘
導

誘導灯、誘導標識

令第26条

消防用水

令第27条

誘
導
灯

客
席

全部

延べ面積
1000㎡以上

地階又は無窓
階1000㎡以上

地階又は無窓
階1000㎡以上

排煙設備

舞台部床面
積500㎡以上

地階又は無窓
階床面積
1000㎡以上

地階又は無窓
階1000㎡以

上

地
階
の
床
面
積
の
合
計
が
七
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の

令第28条の2

連結散水設備

延べ面積
700㎡以上

床面積700㎡

令第29条の3

連結送水管
非 常
コ ン セ ン ト
設 備

無 線 通 信
補 助 設 備

令第29条 令第29条の2

全部

延べ面積
1000㎡以上

延べ面積
1000㎡以上

延べ面積
1000㎡以上

一

、
地
階
を
除
く
階
数
が
七
以
上
の
も
の

二

、
地
階
を
除
く
階
数
が
五
以
上
で

、
延
べ
面
積
六
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の

地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
の
も
の

消火活動上必要な施設消防用水

一

、
一
項
か
ら
十
五
項
ま
で

、
十
七
項
及
び
十
八
項
の
敷
地
の
面
積
が
二
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
建
築
物
で

、
そ
の
床
面
積
が

（
イ

）
耐
火
建
築
物
一
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上

　
　

（
ロ

）
簡
易
耐
火
建
築
物
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
　

（
ハ

）
そ
の
他
の
建
築
物
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の

（
二
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く

）

二

、
三
十
一
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
で
地
階
を
除
く
延
べ
面
積
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の

三

、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
二
以
上
の
建
築
物
で

、
相
互
の
外
壁
間
の
中
心
線
か
ら
の
水
平
距
離
が
一
階
に
あ

っ
て
は
三
m
以
下

、
二
階
に
あ

っ
て
は
五
m
以
下
で
あ
る
部
分
を
有
す
る
も
の
で
建
築
物
の

　
　
床
面
積
を
耐
火
建
築
物
に
あ

っ
て
は

、
一
五

、
〇
〇
〇
㎡
簡
易
耐
火
建
築
物
に
あ

っ
て
は
一
〇

、
〇
〇
〇
㎡
そ
の
他
の
建
築
物
に
あ

っ
て
は
五

、
〇
〇
〇
㎡
で

、
そ
れ
ぞ
れ
除
し
た
商
の
和
が

　
　
一
以
上
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
一
の
建
築
物
と
み
な
す

。
た
だ
し

、
高
さ
が
三
十
一
m
を
超
え
延
べ
床
面
積
が
二

、
五
〇
〇
㎡
以
上
の
建
築
物
を
除
く

避難設備警　　　　　　　　　　報　　　　　　　　　　設　　　　　　　　　　備

床面積
の合計
1000㎡
以上

収容人員
50人以上
※1　(B) 全部

3
階

（
二
項

、
三
項
及
び
十
六
項
イ
で
2
階
に
二
項
三
項
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
場
合
は
2
階

）
以
上
の
階
の
う
ち
避
難
階
又
は
地
上
に
直
通
す
る
階
段
が
2
以
上
設
け
ら
れ
て
い
な
い
階
で
収
容
人
員
が
1
0
人
以
上
の
も
の

(A)

全部

※1

全部

20

300

二

、
地
階
の
階
数
が
三
以
上
の
も
の

一

、
収
容
人
員
が
五
十
人
以
上
の
も
の

二

、
地
階

、
無
窓
階
の
収
容
人
員
が
二
十
人
以
上
の
も
の

一

、
地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
の
も
の

20人以上
50人未満

収容人
員300
人以上

1000

800

50
※1　(B)

150
※3　(C)

30
※2　(A)

20
※2　(A)

※2

※1 ※1

全部
※3

全部

全部
※3

全部
※3

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

建築物の地階〔（十六の二）項に掲げるもの
の各階を除く〕で連続して地下道に面して設
けられたものと、当該地下道とを合わせたも
の（特定用途に供される部分が存するものに
限る）

延べ面積が500㎡以上でかつ特定防火対象物の用途に供される部分
の床面積の合計が300㎡以上。

煙感知器又は熱煙複合式、スポット型感
知器を設けなければならない場所。

契約電流容量
が50Aをこえる
もの。

①消防機
関から歩行
距離500m
以下は除外
できる（規
25条）

警鐘携帯
用拡声器
手動式サ
イレン等の
うち1種類
以上設置。
（注）　　た
だし、自動
火災報知
設備又は
非常警報
設備の有
効範囲内
の部分は
設置免除。

①非常電源を付置すること。 ※1　延べ面積が
1000㎡以上で、
かつ特定用途の
床面積合計が
500㎡以上。

※1　主要構造物を耐火構造
とした建築物の2階を除く。

※1　地階、無窓階及び11
階以上の部分。

①有効水量は地盤面
下4.5m以内の水量。

①排煙上の有
効な開口部が
設けられてい
るときは（規則
29条）により設
置免除。

①送水口は消
防ポンプ自動車
が容易に接近で
きる位置に設け
ること。

①放水口は建
築物の3階以
上の階ごとに
設ける。

②一項の防火
対象物に送水
校を附置したス
プリンクラー・水
噴霧・泡・二酸
化炭素・ハロゲ
ン化物・粉末の
各消火設備を基
準に従い設置し
たときは同項の
規定にかかわら
ず当該設備の
有効範囲内の
部分についての
連結散水設備
設置免除。

①非常コンセ
ントは11階以
上の階ごと及
び地下街に設
ける。

①消防隊相
互の無線連絡
が容易におこ
なわれるよう
に設ける。

二項又は三項に掲げる用途に供される部分の床面積の合計が100㎡
以上の階

煙感知器、熱煙複合式、スポット型感知器
又は炎感知器を設けなければならない場
所。

※2　下階に一項から四項まで
九項、十二項イ、十三項イ、十
四項、十五項が存する場合は
10人

※2　一項に掲げる防火対
象物の用途に供される部
分。

②流水の場合は0.8m3

毎分を20m3に換算。

②その階の各
部分から非常
コンセントまで
の水平距離は
50m以下。

②増幅器には
非常電源を附
置すること。

②通路誘導灯は廊下、階
段、通路等避難上の設置
がある場所に設置。

開口部のない耐火構造の床又は壁で区画さ
れた部分は、それぞれ別の防火対象物とみ
なす（令8条）

延べ面積が
500㎡以上
で、かつ、特
定防火対象物
の用途に供さ
れる部分の床
面積の合計が
300㎡以上。

②その階の各
部分から放水
口までの水平
距離は50m以
下（アーケード
は25m以下）。

高感度の熱感知機、煙感知器、熱煙複合
式スポット型感知器又は炎感知器を設け
なければならない場所。

②非常ベル、自動
式サイレン又は、放
送設備のうち1種類
以上設置。

②非常ベルと放送
設備又は自動式サ
イレント放送設備。

※2　床面積の合
計が1000㎡以上
で特定用途が存
する部分の床面
積の合計が500
㎡以上。

※3　誘導灯の有効範囲内
は省略

③1個の有効水量は
20m3以上。

令別表一（十六）項の防火対象物の部分で
同表の（一）項から（十五）項の防火対象物が
存するものについては当該用途に供される、
それぞれ独立した防火対象物とみなされる。
ただし、令12条1項2号及び7号から9号まで、
21条1項5号、8号及び12号、21条の21項4
号、22条1項6号及び7号、24条2項2号並び
に3項2号及び3号、25条1項5号並びに26条
を除く。（令9条）

②風道は不燃
材料。

一般警戒区域の面積は600㎡（内部が見通せる場合は1000㎡）以下
としその一片の長さは50m（光電式分離型感知器を設置する場合は
100m)以下

地階・無窓階・11階以上の廊下・通路には
高感度の熱感知機、煙感知器、熱煙複合
式スポット型感知器又は炎感知器を設け
なければならない場所。

①避難口誘導灯は緑色灯
とし、避難口の上部に設
置。

④ポンプ自動車が2m
以内に接近できるこ
と。①収容人員の算定は規則1条

による。
設備基準は規23条、24条、24条の2による

③客席誘導灯は0.2ルクス
以上とし、客席に設置。

④送水口は双
口形。

収容人員200人ごと
に1個

③非常電源を
附置すること。

③主管の内径
100mm以上。

②避難器具の設置

⑤建物の各部分から
の水平距離100m以
下。

主要構造部が耐火構造でない場合は天井裏（天井と上階の床との間
の距離が0.5m未満の場所以外）にも必要

収容人員300人ごと
に1個

③自動火災報知設備（令21条）又は自
治省令で定める放送設備を技術上の基
準（規24条、25条の2）により設置した場
合その有効範囲内の部分については、
非常ベル自動式サイレンの設置免除。

収容人員100人ごと
に1個

スプリンクラー、水噴霧、泡（いずれも閉鎖型スプリンクラーヘッドをを
備えているものに限る。）の各消火設備の有効範囲内の部分につい
ては、自治省令で定めるもの（特定防火対象物又はその部分並びに
規則第23条第5項各号及び第6項第2号に掲げる場所）を除き自動火
災報知設備を設置免除。

①非常電源を附
置すること。

②常時通
報できる電
話を設置し
た防火対象
物は設置免
除（但し★
のものは免
除できな
い。）

※3　地階、無窓階は100人

③避難器具の適応は令25条
によること。

④非常電源を
附置すること。

天井の縁もしくは下地を不燃材料及び
準不燃材料以外の材料で造った鉄網
入りの天井を有する建築物に限る。

⑤非常電源を附置するこ
と。

但し、防火対象物の位置、構
造又は設備の状況により、設
置免除もある。

④誘導標識は方向を明示
し、多数の者の目にふれや
すい箇所に設置。

根太もしくは下地を不燃材料及び準不
燃材料以外の材料で造った鉄網入りの
床、

間柱若しくは下地を不燃材料及び準不
燃材料以外の材料で造った鉄網入りの
壁、

④手動又は自
動起動装置と
する。

③3相交流
200Vで30A以
上及び単相
交流100Vで
15A以上の電
気を供給でき
ること。

非常電源を附置すること。

㈲山中設備企画室

http://setubi.d.dooo.jp/

